
 
 

 

女性・子育て世代・若者に選ばれる「くらし」と「しごと」ブランディング事業業務 

プロポーザル実施要綱 

 

１ 目的 

  人口ビジョンにおいて、将来人口の目標を2040年で10,500人程度と掲げている一方、

社人研による最新の推計によると、2040 年の推計値は 8,490 人、前回推計の 8,811 人か

ら▲321 人となっており、減少抑制に対するアクションを早急に講じる必要がある。 

  ０～４歳児については、令和３年から５年の間に 28 名の転入超過を実現した。その要

因を深堀りし、本町の強みとしてブランディングし子育て世代の転入促進を図ることを

目的とする。 

一方で、令和３年から５年の社会増減を分析すると、20～24 歳の若者については 220

人が転出している。令和４年に山形県が実施した「若者の県内定着・回帰の促進に向け

た県外進学者の県内企業への就職に係る実態調査」によれば、山形県内に U ターンする

ために必要な条件・環境に対しての回答が、「志望する仕事・職種に就ける」、「給料や手

当、各種休暇など福利厚生が充実した就職先が多くなる」が 66.7％で同率１位。「やりが

いを感じ、働きたいと思えるような企業が増える」が 40.3％で４位となっていることか

らも、仕事や職場の充実は地方の人口確保に重要であることがわかる。本町の企業とデ

ィスカッションを交えつつ、女性や若者を中心とした人材確保のための職場改善、イメ

ージアップに取り組む企業を増やすことで、女性や若者の転入促進・転出抑制を図るこ

とを目的とする。 

 

２ 業務概要 

 （１）業 務 名  

女性・子育て世代・若者に選ばれる「くらし」と「しごと」ブランディング事業業務 

（２）業務内容 別紙「女性・子育て世代・若者に選ばれる「くらし」と「しごと」ブ

ランディング事業業務仕様書」（以下、「仕様書」という。）のとおり。ただし、契

約時における仕様書については選定された候補者の企画提案内容に応じて変更するこ

とがある。 

（３）委託期間 契約締結日から令和８年３月１９日まで 

（４）業務委託料 １０，０００，０００円（消費税及び地方消費税を含む） 以内 

       ※内閣府の第２世代交付金対象事業 

 

３ 参加資格等 

プロポーザルに参加できる者は、次の条件をすべて満たす者とする。 

（１）法人格を有するものであること。JVで参加の場合は業務共同体協定書を提出する

こと。 



(２)地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４（一般競争入札の参加者の

資格）の規定に該当しない者であること。 

(３)会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続き開始の申立てがなされて

いる者でないこと。 

(４)民事再生法（平成11年法律第225号）に基づく民事再生手続き開始の申立てがなさ

れている者でないこと。 

(５)白鷹町発注の契約に係る指名停止処分を受けている者でないこと。 

(６)白鷹町暴力団排除条例（平成24年３月23日条例第1号）第２条第１号の 

暴力団、同条第2号の暴力団員及び同条第３号の暴力団員等のいずれにも 

該当しないこと、また、いずれかの利益となる活動を行う者でないこと。  

 

４ 実施スケジュール（予定） 

 プロポーザルの実施スケジュールは次のとおりとする。 

項目 期日 備考 

実施要綱等の公表 令和７年 ４月２３日（水） ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ掲載 

質問事項の受付 令和７年 ４月２３日（水）から 

令和７年 ５月 ９日（金）まで 

１７時必着 

質問事項の回答 令和７年 ５月１３日（火）まで 電子メール等 

参加表明書等及び 

企画提案書の提出 

令和７年 ５月１９日（月）まで １７時必着 

１次審査結果通知 令和７年５月２０日（火）まで 

２次審査会（プレゼンテー

ション審査） 

令和７年５月２３日（金）１３時～１５時 

詳細な時間は参加者確定次第通知 

審査結果通知 令和６年５月下旬 

契約締結 令和６年５月下旬～６月上旬 

※上記スケジュールは変更となる場合がある。 

 

５ 参加申し込み 

（１）提出書類 

  ① 参加表明書（様式第１号） 

  ② 企画提案書 

  ③ 見積書 

  ④ その他参考資料（会社概要等説明に必要なもの） 

（２）提出部数 ９部（原本１部、写し８部）ホチキス綴じとする。 

（３）提出方法 持参又は郵送（当日到着分のみ有効） 

（４）提出期限 令和７年５月１９日（月）１７時 



（５）企画提案書の構成 

  ① 仕様書「４ 業務内容」の各項に対する提案（実施方法、回数、想定される手

法など具体的な数値等を盛り込むこと。） 

  ② 独自の効果的な提案（上記①同様、具体的な数値等を盛り込むこと。） 

  ③ 業務全体のスケジュール表（着手から完了までが分かるもの。） 

  ④ 業務に携わるスタッフ体制及びスタッフの実績 

  ⑤ 他地方公共団体等における同種又は類似業務の業務成績（直近５年間の実績） 

  ⑥ 見積書（仕様書に掲げる業務の着手から完了までにかかる各項目の費用（人件

費と仕様書「４ 業務内容」にかかる経費、その他の経費は明確に区分し、消費

税及び地方消費税を含んだ金額を記載すること。）） 

 

６ 内容についての質疑受付・回答 

（１）質疑がある場合は、その旨を書面「質問書（様式第４号）」に記載のうえ、電子

メールにて送付すること。なお、電子メール送信の際は件名に 

「女性・子育て世代・若者に選ばれる「くらし」と「しごと」ブランディング事業委

託業務質問書（業者名）」 

と記載すること 

   ①受付期間：令和７年４月２３日（水）～５月９日（金） 

   ②提出場所：白鷹町役場企画政策課 企画調整係  

         E-mail：kikaku@so.town.shirataka.yamagata.jp 

 （２）質問に対する回答は以下のとおり。 

   ①回答日時：令和７年５月１３日（火）までに随時回答する。 

   ②回答方法：電子メール等にて回答する。 

 

７ 審査・選考方法 

（１）１次審査 

１次審査では、応募者が提出した企画提案書及び業務実績等を審査し、上位３位ま

でを２次審査対象者として選定する。 

１次審査の結果、選定された者には、その旨を電子メール及び書面により通知する。

選定されなかった者に対しても、その旨通知する。また、応募者の得点は公表及び開

示しない。なお、審査経過及び審査結果に関する質問、異議申立ては一切受け付けな

いものとする。 

 応募が３社を越えなかった場合、１次審査は実施しない。 

 

（２）２次審査 

２次審査では、提案書等についてプレゼンテーション（１件２０分）及び審査委員



によるヒアリング（１件１０分）を実施し、最優秀提案者及び次点提案者をそれぞれ

１者選定する。 

応募者が１社のみだった場合も審査を行い、（３）に掲げる総得点の審査委員平均

の６割を合格点とする。 

① ２次審査に参加できる人数は１提案者３名以内とし、２次審査の詳細は２次審

査対象者に対してのみ通知する。 

② 会場及びスクリーンは白鷹町が準備し、プロジェクター、パソコン等の機器類

は、提案者が準備する。 

③ 審査の結果は、電子メール及び書面にて通知する。 

④ 応募者の得点は公表及び開示しない。また、審査経過及び審査結果に関する質

問、異議申立ては一切受け付けないものとする。 

 

（３）２次審査の評価基準 

審査の評価基準は以下のとおりとする。 

 評価項目 配点 

① 業務の知識・ノウハウ １５点 

② 業務の計画性、具体性 １５点 

③ 提案の創意工夫・新規性 １５点 

④ 提案の実現性 １５点 

⑤ 事業運営の持続可能性 １５点 

⑥ 実施体制 ２０点 

⑦ 業務実績 １０点 

 

８ 委託契約 

最優秀提案者と提案内容、契約手法等の詳細を協議のうえ受託事業者として特定し、事

業実施に係る委託契約を締結するものとする。 

企画提案書の内容によっては、契約時の仕様書に反映する。 

 

９ 提出書類の取扱い 

本業務に関する提出書類の取扱いは以下のとおりとする。 

（１）本業務に関する提出書類は一切返却しない。 

（２）提出書類は本プロポ―ザルに係る業務に使用する場合に限り複写する 場合があ

る。 

（３）提出書類は他事業者に提供しない。 

（４）応募の際に要する経費などプロポーザルの参加に要する経費について は、参加

者の負担とする。 



 

１０ その他 

この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定めるものとする。 

 

１１ 問い合わせ及び提出先 

本事業の問合せ及び書類の提出先は以下のとおりとする。  

白鷹町 企画政策課 企画調整係 

〒992-0892 山形県西置賜郡白鷹町大字荒砥甲 833 

電話：0238-85-6123 FAX：0238-85-2128 

E-mail：kikaku@so.town.shirataka.yamagata.jp 

 

附 則 

この要綱は、令和７年４月２３日から施行する。 


